
が
入
っ
て
い
ま
す
の
で
、
確
認
し

な
が
ら
回
答
願
い
ま
す
。
）

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
受
付
期

　

間
】

　

9
月
14

日
（
月
）

　
　
　
　

〜
10

月
7
日
（
水
）

⑶
調
査
票
（
用
紙
）
に
よ
る
回
答

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
で
は
な

く
調
査
票
（
用
紙
）
に
記
入
す
る
場

合
は
、
10

月
1
日
（
木
）
か
ら
7
日

（
水
）
ま
で
の
期
間
、
郵
送
提
出
封

筒
に
て
投
函
ま
た
は
、
調
査
書
類

配
布
時
に
調
査
員
に
回
収
を
希
望

す
る
旨
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

（
当
初
回
収
を
希
望
し
た
が
、
郵

送
提
出
、
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
回
答
に
変
更
し
た
場
合
も
担
当

調
査
員
に
ご
一
報
い
た
だ
け
る
と

調
査
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
み
ま
す
の

で
、
ご
協
力
願
い
ま
す
。
）

⑷
未
提
出
世
帯
へ
の
対
応

　

調
査
票
が
未
提
出
の
世
帯
に
つ

い
て
は
、
10

月
16

日
（
金
）
か
ら
20

日
（
火
）
に
か
け
て
再
度
訪
問
し
、

提
出
依
頼
・
回
収
を
行
い
ま
す
。

　
　

　

性
別
、
出
生
年
月
、
世
帯
員

数
、
就
業
状
態
な
ど
の
項
目
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

統
計
法
に
よ
り
、
調
査
票
に
記

入
し
て
提
出
す
る
報
告
義
務
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
国
勢
調
査
を

円
滑
に
実
施
し
、
正
し
い
調
査
結

果
を
得
る
た
め
に
は
、
正
し
い
報

告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
の
報

告
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
や
、

報
告
が
不
正
確
な
場
合
は
、
正
し

い
統
計
を
作
成
で
き
ず
、
各
種
の

行
政
施
策
等
が
誤
っ
た
統
計
を
基

に
実
施
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
の

で
、
正
確
な
報
告
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

国
勢
調
査
で
は
、
調
査
員
は
マ

ス
ク
の
着
用
を
徹
底
す
る
な
ど
、

感
染
拡
大
防
止
に
努
め
な
が
ら
調

査
を
実
施
し
ま
す
。

　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
の
観
点
か
ら
、
調
査

員
と
の
接
触
を
減
ら
す
こ
と
が
で

き
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ま
た
は
郵

送
で
の
回
答
を
推
奨
し
て
い
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
政
策
推
進
課
企
画
係

　

☎
0
1
3
7
│
62
│
2
3
0
0

・
熊
石
総
合
支
所
地
域
振
興
課

　

☎
0
1
3
9
8
│
2
│
3
1
1
1

※
調
査
票
に
記
入
い
た
だ
い
た
内

容
に
つ
い
て
は
、
統
計
の
目
的

以
外
に
使
用
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
調
査
票
は
外
部
に
情

報
が
漏
れ
な
い
よ
う
厳
重
に
管

理
し
ま
す
。

　

国
勢
調
査
は
、
令
和
2
年
10

月

1
日
現
在
、
日
本
に
住
ん
で
い
る

す
べ
て
の
人
お
よ
び
世
帯
を
対
象

と
し
、
統
計
法
に
よ
っ
て
報
告
義

務
が
定
め
ら
れ
て
い
る
国
で
最
も

重
要
な
統
計
調
査
で
す
。

　

国
勢
調
査
の
結
果
は
町
の
各
種

行
政
施
策
の
立
案
・
実
施
や
財
政

な
ど
に
大
き
く
影
響
を
与
え
る
調

査
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
調
査

に
ご
協
力
願
い
ま
す
。

　

今
回
の
調
査
で
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
の
回
答
を
推
奨
し
て
い

ま
す
。

　

調
査
票
（
用
紙
）
で
の
調
査
書
類

も
同
封
し
て
い
ま
す
の
で
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
回
答
を
希
望
し

な
い
方
は
調
査
票
（
用
紙
）
に
記
入

く
だ
さ
い
。

⑴
調
査
書
類
の
配
布
に
つ
い
て

　

９
月
14

日
（
月
）
か
ら
30

日
（
水
）

に
か
け
て
調
査
員
が
各
世
帯
を
訪

問
し
、
各
書
類
を
配
布
し
ま
す
。

　

書
類
の
配
布
に
つ
い
て
は
直
接

手
渡
し
、
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ホ
ン

越
し
で
の
世
帯
確
認
後
、
郵
便
受

け
に
投
函
が
原
則
と
な
っ
て
お

り
、
不
在
の
場
合
は
調
査
員
よ
り

「
連
絡
メ
モ
」
を
投
函
し
ま
す
の
で
、

内
容
を
確
認
し
ご
対
応
願
い
ま

す
。

　

配
布
の
際
、
世
帯
主
ま
た
は
代

表
者
の
氏
名
と
、
普
段
何
人
住
ん

で
い
る
か
を
男
女
別
に
確
認
し
ま

す
。
ま
た
、
回
答
方
法
も
確
認
し

ま
す
。

⑵
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
に
つ
い

て
　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
回
答
の
場

合
、
調
査
票
（
用
紙
）
に
よ
る
回
答

よ
り
早
く
受
付
で
き
ま
す
。
ま

た
、
調
査
員
に
よ
る
調
査
票
（
用

紙
）
の
回
収
も
な
く
な
り
ま
す
。

（
調
査
書
類
封
筒
の
中
に
「
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
利
用
ガ
イ
ド
」

令
和
２
年 

国
勢
調
査
を
実
施
し
ま
す

国
勢
調
査
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
！

調
査
方
法
に
つ
い
て

調
査
項
目
に
つ
い
て

統
計
法
第　

条
に
よ
る

報
告
義
務
が
あ
り
ま
す
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